
外国人介護人材の住宅確保支援について 

 

・ 物件紹介の流れ 

① 外国人介護人材のための物件紹介を希望する介護事業者・監理団体が市に相談票を

送ります。 

② 市は、内容を確認した上で、神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部に物件紹介を

依頼します。 

③ 宅建協会は、協会加盟の不動産事業者に相談票を送ります。 

④ 各不動産業者で紹介可能な物件を介護事業者に情報提供します。 

⑤ 介護事業者は、物件情報を見た上で、個別に相談・契約を進めていきます。 
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